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齊藤　康則

１　はじめに：「勝ち組」化する都市と「負け組」化する地方への分極化

　「人口減少社会（declining population society）」あるいは「縮小社会（shrinking society）」と
いう言葉が、ある一定のリアリティをもって（研究者にとどまらない）人口に膾炙するようになっ
た。今日の社会は右肩上がりの成長を前提としたシステムから、現状維持ないし衰退をも予見し
たシステムへと大きな転換期を迎えている。その転換を象徴的なかたちで示した事件が、かつて
の炭鉱都市・夕張の「財政再建団体」化（2007 年）であろう。明治時代の初期から炭鉱の町と
して栄えてきた夕張は、1960 年代には北炭・三菱など石炭関連産業の集積によって、人口が 11
万人を超える国内有数の産炭地であった。だが、エネルギー革命に引きつづく国の石炭政策の転
換、そして相継ぐ炭鉱事故によって、1973 年以降、市内の炭鉱は次々と閉鎖されていく。折か
らのリゾートブームの中、「炭鉱から観光へ」という掛け声のもとに進められた数々の地域開発も、
若年世代の流出を防げなかったばかりか、かえって 350 億円を超えるほどの膨大な財政赤字をも
たらすことになった。そして後年、この債務超過こそが上記の財政破綻の要因となるのである

（田村 2007）。かつてヤマの男たちで賑わいを見せていた炭都は、現在、市部では全国一の高齢
化率 43.8％（2010 年）にあえぎ、広大な面積に 1 万人余が点在する寒村と化してしまった。
　いささかペシミスティックに描きすぎたにせよ、夕張市に見られる「人口減少」ないし「縮小」
の終局的なあり方は、多くの地方自治体にとって決して彼岸の問題ではない。高度経済成長下の
地域的不均等発展によって都市部の過密／農村部の過疎がクローズアップされてきたように、と
りわけ中山間地域は長きにわたって少子高齢化による労働力人口の減少に直面し、今日その多く
は「限界集落」（大野 2008）という概念で語られるようになっている。具体的なデータに遡及す
れば、市町村の過半数は 1970 年代終盤に社会減による人口減少を、1990 年代中葉に自然減によ
る人口減少を経験しており（武川 2008）、そのことが地方分権一括法（1995 年）にもとづく「平
成の大合併」という規模の経済の根拠になったといえる。そして、この「平成の大合併」による
広域行政化とともに医療・福祉・交通など生命＝生活過程に関連した社会サービスの統廃合が進
められ、結果として地域住民の基礎的な生活条件は悪化の一途をたどってきた。

転換期の地方交通と「ローカルな公共性」
―規制緩和、構造改革／地域再生時代の地域公共交通のゆくえ―
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　それは、ヒト・モノ・カネを一手に集めたメガ・シティが「空間の生産」という「第二の産業
循環」（H. Lefebvre）を介して拡大再生産型の「都市再生」を繰りかえし、林立する高層オフィ
ス群に産業資本と金融資本のさらなる集中・集積を招いている姿とはあまりに対照的であろう。
ネオ・リベラリズム的な「選択と集中」が推し進められる中、以前であれば「都市と地方の格差」
と表現されてきた問題は、今日、首都・東京に象徴される「勝ち組の地域」とかつての炭都・夕
張に象徴される「負け組の地域」へと多様化＝分極化の様相を呈している。そして、後者の「負
け組」の自治体がふたたび土俵に上がるためには、「やる気」（清水 2008）や「元気」（金井 
2007）を示しながら競争的・裁量的な政策メニュー（それらは時限的であることも少なくない）
に「リワイヤリング」（中澤 2006）していく他ないのである。
　やや前置きが長くなってしまったが、「人口減少社会」化や「縮小社会」化が叫ばれる時代のロー
カルな公共性の構造転換について、本稿では地方圏の重要な生活インフラである公共交通（の存
続／廃止問題）を事例として読み解いていきたい。あらかじめ全体の見取り図を示しておけば、
2 節ではモータリゼーションによる公共交通の衰退について既存の運輸統計を再分析し、3 節で
は運輸政策審議会の答申から〈輸送手段の効率化〉〈シビルミニマムの維持〉のロジックを明ら
かにし、4 節では「構造改革」「地域再生」から「地域公共交通」の創出までの法・制度の変遷
を検討するものである。

２　高度経済成長の功罪：郊外化・マイカー依存・公共交通の衰退という負のスパイラル

　わが国では高度経済成長にともなう消費社会化の中で、トヨタ・カローラ、日産・サニーなど
相継ぐ大衆車の市場投入によってモータリゼーション時代が到来し１、1960 年代後半から 1990
年代にかけて乗用車の世帯普及率が右肩上がりの上昇を続けることになった（図 1）。旅客輸送

１　1960 年代に「新・三種の神器」を構成していたのは、カラーテレビ・クーラー・自動車という 3 つの C であった。

図 1　乗用車・バイク・自転車の世帯普及率の推移
出所：内閣府「消費動向調査」を参考にして作成
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の機関分担率（各輸送機関が旅客を運んだ割合）の推移には、この間、鉄道やバスが一貫して減
少する一方、乗用車が急増してきた様子が示されていよう（図 2）。1950（昭和 25）年にわずか 0.6％
だった乗用車の機関分担率は、1960 年代後半にバス、1980 年代初頭に鉄道を抜き去り、2000（平
成 12）年には実に 60％を超えているのである。
　そして、上記のモータリゼーションに引き続くのが農村型から都市型へのライフスタイルの変
容である。1990 年代後半に出版された『〈郊外〉の誕生と死』の中で、小田光雄は次のように述
べている。

　1970 年代から村の生活と風景は激変する。まずは専業農家が一軒もなくなった。か
つての相互扶助的農作業は、60 年代に進行した機械化のため消滅した。村の共有財産
であった籾摺り機は廃棄され、それが収納されていた倉庫も解体された。そのとき解体
されたのは倉庫ばかりではない。倉庫の隣にあった荷車式の消防車の入った消防小屋、
その前にあった火の見櫓もなくなった。それらが建っていた土地は村の共有地で、野菜
の出荷場であり、村の子どもたちの主要な遊び場でもあった。自転車に乗ってやってく
る紙芝居やアイスキャンデー売りのおじさんやロバのパン屋が停まったのもこの場所
だった。〔中略〕更地にされたその村の共有地は売却され、新しく移り住んできたサラリー
マンのベランダのある瀟酒なマイホームとなった。スーツを着て、ネクタイを締め、自
動車で通勤するサラリーマンを夫とし、専業主婦を妻とする核家族のマイホームへと。
このときが始まりだったのだ。村は消滅へと向かい、かわりに混住化する郊外社会が誕
生する前ぶれだった。（小田 1997：16-17）

　だが、郊外化したのは核家族のマイホームだけではなかった。多くの市町村において商業施設
や病院、大学、そして行政機関までもが広大な敷地をもとめて郊外に移転するようになったので

図 2　旅客輸送の機関分担率の推移
出所：『平成 21 年度版　交通経済統計要覧』

　注：1990 年代以降、乗用車は軽自動車・自家用貨物車を含んだ数値である
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ある。その結果、かつての中心市街地は「シャッター街」化するか、移ろいやすい外部資本に蚕
食されるようになる。一方、遅れて開発された郊外地域は公共交通が十分に発達しておらず、上
記の「自動車で通勤するサラリーマン」に象徴されるようなマイカー依存が引き起こされること
になる。郊外化にともなうマイカー依存はとりわけ地方（都市）圏に顕著な現象であり（図 3、
図 4）、三大都市圏では乗用車の利用がいくぶん上げ止まりを見せているのに対して（1987 年
26.3％→ 2005 年 33.7％）、地方都市圏では現在もなお拡大の一途をたどっていることがわかる

（1987 年 40.5％→ 2005 年 56.4％）。

図 3　代表的な交通手段の推移（三大都市圏）
出所：辻本（2009）より作成

図 4　代表的な交通手段の推移（地方都市圏）
出所：辻本（2009）より作成
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　さて、モータリゼーションの進んだ今日の社会にあっても、年少者や高齢者、障害者といった
「移動制約者」「移動困難者」２の地域生活を考えるうえで、公共交通がなくてはならない「地域
の足」であることは論を俟たないだろう。しかしながら、マイカー依存の進展によって地方圏で
は鉄道・バスの廃止が相継ぎ、「買物難民」（杉田 2008）や「買い物弱者」（経済産業省）という
言葉に象徴されるように、買い物や通院といった日常生活行動に不便を感じている高齢者も少な
くない３。まさに地方圏では「郊外化→マイカー依存→公共交通の衰退」という負のスパイラル
が生じているのである。
　こうした公共交通の衰退は、直接的には、1990 年代後半に本格化した運輸行政の規制緩和に
由来するものである。その結果、鉄道では鉄道事業法が改正された 2000 年からの 10 年間で 37
路線・642.5㎞が、路線バス（乗合バス）では道路運送法が改正された 2002 年からの 8 年間で約
88,000㎞が、それぞれ廃止されてきたのである（表 1、表 2）。なお、いったん存廃論議が浮上し
たものの存続したケース（これは地域住民による存続運動の成功を意味していよう）として、第
三セクター方式による万葉線（旧加越能鉄道）やえちぜん鉄道（旧京福電鉄）、「いちご電車」や

「たま駅長」などユニークな仕掛けによって注目を集めている和歌山電鐵貴志川線（旧南海電気
鉄道）などを挙げることができる（辻本 2005）。

３　廃線の歴史：運政審答申における輸送手段の効率化／シビルミニマムの維持

　もちろん地方圏における公共交通の廃止が昨今はじまった問題ではないことは言うまでもな
い。過去 50 年間のローカル交通の歴史は「廃線の歴史」（今城 2004）とも評されるように、高
度経済成長の一方では約 3,300㎞の鉄軌道が失われてきたからである。これは日本の鉄道の全営
業キロの実に 12％にあたる広大な距離である。
　さて、こうした「廃線の歴史」を分節化して考えるならば、その第一幕は 1960 年代における
地方鉄道（私鉄）の廃線と、それにともなう路線バスへの転換ということになる（香川 2002；
柴田ほか編 2002）。利用者減少にともなう経営危機に直面した鉄道事業者は、運賃の値上げやサー
ビス水準の切り下げ（ワンマン化、無人駅化など）によって経営合理化を図ったものの、その減
少傾向にブレーキをかけることができなかったのである。鉄道から転換された路線バスもまた、
地方の花形産業として栄えた 1960 年代以降はしだいに不採算となり、公営バスへの転換を余儀
なくされた。

２　秋山哲男によれば、「移動制約者」とは公共交通を利用する際に何らかの移動上の問題がある人びと、「移動
困難者」とは基本的に公共交通を自力で利用できず、高齢者・障害者専用の交通システム（ST サービスなど）
を必要とする人びとを指している（秋山・吉田編 2009）。

３　既発表の拙稿（齊藤 2009）では、「買い物に自分の希望通りに行く」「自分で病院にかかろうとする」など自
分の自由意志によって外出することの意味について、A. Sen の「福祉的自由（well-being freedom）」概念を
もちいて検討している。なお、買い物という行為について、杉田聡は「たんなる生命を維持するための活動で
はなく、より広い人間的意味をもっている。〔中略〕人は物を購入し物とかかわるが、それによって物に自己
を投影しつつ自己を肯定し、また自己を形成する」（杉田 2009：19）と述べているが、日常生活行動をとおし
た自己実現・自己確認については E. Levinas の「自己保存力（conatus）」概念からの再検討も必要となるだろう。
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表 1　2000 ～ 2009 年度に廃止された鉄軌道の内訳

出所：国土交通省（http://www.mlit.go.jp/common/000056284.pdf）、駒鉄太郎
の鉄道データベース（http://www.ne.jp/asahi/wc6y-nmk/komatetsu/）、私鉄
改廃年表（http://www.mifuru.to/kaihai/）を参考にして作成

出所：『平成 22 年度 数字でみる自動車』

表 2　2002 ～ 2009 年度に休廃止された乗合バスの総距離
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　一方、その第二幕は旧国鉄の JR 各社への分割民営化（1987 年）とも関連が深い、国鉄再建法
にもとづく「特定地方交通線対策」である。1983 年から 1990 年にかけて、いわゆる赤字ローカ
ル線であるところの特定地方交通線は第一次（40 路線・729.1㎞）、第二次（31 路線・2,089.2㎞）、
第三次（12 路線・338.9㎞）と、輸送密度（1 日 1㎞当たりの平均輸送量）にしたがって段階的に
廃線となっていった。そして、転換された第三セクター鉄道や地方鉄道、路線バスも補助金の打
ち切りによって廃止に至ったものが少なくない。
　以上の歴史的経緯を踏まえれば、運輸行政の規制緩和を契機とした 2000 年代の公共交通の廃
止は、その「廃線の歴史」の第三幕として位置づけられることになるだろう。「廃線の歴史」の
第二幕では「北海道」および「九州」（冒頭の夕張や三井三池など、いずれも旧産炭地が多い地
域である）の「旧国鉄／ JR」が大部分を占めていたのに対して、その第三幕では「北海道」「九
州」に「中部」が加わる一方、かつての特定地方交通線が転換したところの「公営／ 3 セク」（地
方公営、第三セクター）が多くなっていることがわかる（図 5、図 6 を参照）。合わせて「大手
私鉄」（の支線）の廃止も「廃線の歴史」第三幕の新たな傾向だといえる。
　さて、この「廃線の歴史」の第三幕を演出したのは、行政改革委員会内の規制緩和（小）委員
会をおもな舞台とした「規制緩和推進計画の再改定」（1997 年）、「新たな規制緩和推進 3 ヶ年計
画の策定」（1998 年）における運輸行政の規制緩和であった５。前者によって鉄道・バスの需給
調整規制の廃止の方向性が、後者によって廃止の具体的な時期が決定されたことは、多くの論者
によって指摘される通りであろう。だが、マイカー依存による公共交通の衰退を背景とした交通
システムの合理化という筋書きが、早くも 1970 年代の「総合交通体系に関する答申」や 1980 年
代の「長期展望に基づく総合的な交通政策の基本方針」など運輸政策審議会の初期の答申にも看

４　 図 5 および図 6 は、国土交通省（http://www.mlit.go.jp/common/000056284.pdf）、駒鉄太郎の鉄道データベー
ス（http://www.ne.jp/asahi/wc6y-nmk/komatetsu/）、私鉄改廃年表（http://www.mifuru.to/kaihai/）によっ
て得られたデータを筆者が再集計して作成したものである。

５　 本稿では国土交通省（http://www.mlit.go.jp/kiseikaikaku/oldmotkanwa/oldmotkanwa.html）を参照。

図 5　1980 ～ 2009 年度の地方鉄道の廃止キロ（地域別）４
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取される点については、これまで十分に議論がなされてきたとは言いがたい。1990 年代後半の
規制緩和に至るまでの各答申の記述内容を、ここでは少しく見ておきたい。
　1971（昭和 46）年に出された「総合交通体系に関する答申」６は「公共交通機関の需要が急速
に減少している地方交通においては、地域住民の日常生活の足の確保があやぶまれている」とい
う危機意識を表明したうえで、地方圏における公共交通の課題を「非効率なものとなっている輸
送手段を効率的な輸送手段へ転換するとともに、ミニマムとしての公共交通機関はこれを確保す
るという観点から地方交通網の再編整備を行なうこと」に置いたものである。引用中に見られる

〈輸送手段の効率化〉と〈シビルミニマムの維持〉は、これ以降の運輸政策審議会の諸答申でも
繰り返される基調低音だといえるが、この「46 答申」で前者の〈輸送手段の効率化〉が含意し
ているのは、国鉄ローカル線／中小私鉄線から路線バス、路線バスから「乗用車等を主体として
多目的な需要に機動的に応じるような新しい方法の公共的輸送サービス」７への転換である。そ
の一方、後者の〈シビルミニマムの維持〉が意図しているのは、公共交通の維持存続をめぐる地
方自治体の第一次的な責任と負担を前提とした、地域住民の意思を尊重する「地域の選択」であ
る。とはいえ、この段階では輸送手段の転換のための政策公準も、意思決定のための議論空間も、
具体的な方向性が示されたわけではなかった。
　その 10 年後の「長期展望に基づく総合的な交通政策の基本方針」８（1981 年）でも、「地方に
おける鉄道からバスへの転換、自家用車を利用できない人の足の確保等は、今後の課題として残っ
ている」とされ、地方圏の交通問題は依然として主要なテーマに据えられている。なお、前述の
基調低音のうち、〈輸送手段の効率化〉については交通事業者の創意工夫を含めた事業規制の見

６　 本稿では運輸省編（1971）を参照。
７　 本答申では萌芽的な表現に止まっているが、この「乗用車等を主体として多目的な需要に機動的に応じるよ

うな新しい方法の公共的輸送サービス」とは、デマンド型乗合タクシーや自家用車による有償ボランティア輸
送など「非在来型（unconventional）交通サービス」（中条 1981）を意味している。

８　 本稿では運輸省編（1981）を参照。

図 6　1980 ～ 2009 年度の地方鉄道の廃止キロ（主体別）
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直し（競争原理の導入）が初めて求められ、前の「46 答申」で提起された輸送手段の転換はピー
ク時間当たりの交通需要や輸送密度などの指標に依拠すべきことも指摘されている９。一方、〈シ
ビルミニマムの維持〉では地域間格差の解消や社会的公正の確保という規範概念が登場すること
によって、地方自治体の主体性論（責任と負担の所在）が再構成されるようになった。この点に
関連して注目すべきは「相互扶助の見地から自家用車を使用する者とその利用を希望する者を地
域的組織の力により結びつける自家用車利用の導入」（パラトランジット）であろう。1980 年代
初頭に普及率が 60％を超えた自家用車の積極的な活用もさることながら、低経済成長下の自民
党政権が打ち出した日本型福祉社会論という時代潮流の中で 10、この「56 答申」は交通分野で
も「国民一人一人の自立自助の精神、地域社会の連帯」や「国民の自主自立の気風」が求められ
たことを如実に物語っている。しかし、諸個人の自立自助や地域社会の連帯の仕組みが、ローカ
ル交通に即して具体的に展開されたわけではなかった。
　さらに 10 年後に出された「21 世紀に向けての 90 年代の交通施策の基本的課題への対応につ
いて」11（1991 年）も、それに先立つ「46 答申」「56 答申」の内容を踏襲したものである。「地
方都市、農山漁村等の地域においては、人口の減少、モータリゼーションの進展による需要の減
退により住民の足の確保が困難な地域が増えている」という危機的状況の中で、一方では交通事
業者が市場原理（サービス・運賃・事業運営面での自助努力）をベースとして〈輸送手段の効率
化〉を達成しながら、他方では地方自治体が「自らの問題として」地域間格差の解消、社会的公
正の確保など〈シビルミニマムの維持〉を実現しようというトーンが確認できよう。なお、この

「第 11 号答申」では公共交通の維持存続をめぐる「地域の選択」に向けて、「地域住民の足を確
保するため、関係行政機関、地方公共団体、事業者等を構成員とする協議会を設ける」ことが謳
われており、意思決定のための議論空間の形成が一歩前進していることがわかる 12。しかし、地
域住民はあくまで通勤や通学、買い物など日常生活において公共交通を利用する「旅客」に止ま
り、協議会のメンバーシップに含まれていない点では禍根も残している 13。
　そして、前に述べた「規制緩和推進計画の再改定」「新たな規制緩和推進 3 ヶ年計画の策定」

９　 例えば「ピーク時間当たりの交通需要によって、おおむね 1 万人まではバス、1 万人から 2 万人までは軌道
系の中量輸送機関、2 万人以上では鉄道によることを目的として、具体的な大量公共交通ごとにその整備を行
う」、「鉄道は、輸送密度が 4,000 人未満になると、バスに比べてコストが高くなる。このような輸送は、鉄道
がその特性を発揮できる分野ではないので、バスにより難い特殊な事情があるものを除いて、バスへの転換を
行う」など。

10　 新川正光によれば、日本型福祉社会論とは「日本は自助・相互扶助といった伝統的価値に基づいて、西欧福
祉国家とは異なる独自の福祉社会を建設するべきである」（新川 2005：104）という考え方のもとに、資本蓄
積を阻害する福祉大国化を避けようとするものである。

11　 本稿では運輸省編（1991）を参照。
12　 引用文中で言及された協議会は、路線バスの需給調整規制が廃止された際に「地域協議会」として導入され

ている（2002 年）。この「地域協議会」は都道府県が主宰し、交通事業者・地方運輸（支）局など実務者レベ
ルの協議によって、地域の実情に応じた生活交通の確保方法を決定するものである（地方バス補助制度にかか
る計画の承認など）。

13　 自然物の当事者適格に関する C. Stone の「木は法廷に立てるか」ではないが、2000 年代の地方鉄道存続運
動では利用者住民が参加できない実務者レベルで協議が進められたケースも見られる。
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を承けて、1998（平成 10）年に「需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的な方向について」14

が打ち出されることになる。この答申のタイトルにも挙げられた需給調整規制の撤廃とは、市場
原理と自己責任原則によって〈輸送手段の効率化〉を強力に推進するため、行政サイドでは事前
的な規制から事後的な措置への移行（＝参入／退出の自由化）を、企業サイドでは採算路線から
不採算路線への内部補助の廃止を、それぞれ含意したものである。もちろん「地域における通勤、
通学、通院、買物などの住民の日常生活に真に必要不可欠な交通について、不採算を理由として
サービスそのものが休止又は廃止されたり、あるいはそのサービスが低下するなど年間を通じた
安定的なサービスの供給が期待できなくなる事態が生ずると懸念される」といった危惧も示され
ているが、行政による市場補完は効率性を損なうおそれもあり、そのコミットメントはあくまで
必要最小限とする旨が明記されている 15。ここにおいて、運輸行政の需給調整をふまえた全体的
観点からの欠損（赤字）補助、交通事業者の採算部門から不採算部門への内部補助といった従来
型の公共交通政策は、完全に過去の姿になったといえよう。
　一方、この「第 16 号答申」では国と地方の危機管理（crisis management）の一端が「サービ
スの供給の休止や廃止の防止又はその円滑な代替の確保のための何らかの適切な仕組みを例外的
かつ限定的に用意する必要」（性）に認められるものの、今次の需給調整規制の撤廃に見合うだ
けの〈シビルミニマムの維持〉の方途は示されていない。これが具体的に展開されるのは、「21
世紀初頭における総合的な交通政策の基本的方向について」16（2000 年）におけるスペシャル・
トランスポート・サービス（STS）、スクールバスや福祉バスの多面的活用のような交通政策と
福祉政策の連携ということになる。また、この答申では地方自治体の役割が「地域の振興、地域
一体化のための域内交通ネットワークの確保、医療、福祉、教育等の住民の行政ニーズへの対応」
に同定されたものの、その経営論は第三セクター方式や民間事業者への委託など旧来のモデルに
止まっている。この刷新も「中長期的な鉄道整備の基本方針及び鉄道整備の円滑化方策について」17

（2000 年）における「上下分離方式」（公的主体等がインフラを整備し、運行は運行事業者が効
率的に行う）を待たなければならなかったのである 18。

４　規制緩和の副産物：自治体・事業者・地域住民の協働による「地域公共交通」の創出

14　 本稿では国土交通省（http://www.mlit.go.jp/singikai/unyusingikai/unseisin/unseisin162.html）を参照。
15　 その中でも地方自治体の役割は大きくなりつつある。以下の部会答申を参照されたい――「地方公共団体が

独自に地域振興等の観点から鉄道輸送サービスを存続するのが望ましいと判断する場合には、当該地方公共団
体が助成を行って維持すべきである」（鉄道部会答申）、「地域のニーズに応じた生活交通を確保することが必
要であり、また、地域の行政がより積極的に生活交通の確保のための施策を講じていくことが適当である」（自
動車交通部会答申）。

16　 本稿では国土交通省（http://www.mlit.go.jp/kisha/oldmot/kisha00/21koutu/mokuji_.htm）を参照。
17　 本稿では国土交通省（http://www.mlit.go.jp/kisha/oldmot/kisha00/koho00/tosin/tetuseibi/mokuji_.htm）を参照。
18　 この「上下分離方式」は「生活交通において重要な役割を担う鉄道基盤は道路と同じ社会基盤である」（角

田  2004：32）という行政の論理によるものである。国内における先進事例として、経営悪化の著しい上毛電
気鉄道・上信電鉄に対する「群馬型上下分離」が挙げられる。
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　運輸政策審議会の討議プロセスを通して結論の出された運輸行政の規制緩和こそが、かえって
地方鉄道存続運動というバックラッシュをもたらし、地方交通ルネッサンスの幕開けとなったこ
とは皮肉と言えば皮肉であろう。規制緩和前夜に浮上した万葉線存廃問題（1998 年・富山県）
では「RACDA（路面電車と都市の未来を考える会）高岡」、二度の事故による運行停止をきっ
かけとした京福電鉄線存廃問題（2001 年・福井県）では「京福電車存続対策勝山市民会議」「ROBA
の会（ふくい路面電車とまちづくりの会）」、そして貴志川線存廃問題（2003 年・和歌山県）で
は「貴志川線の未来を“つくる”会」「和歌山市民アクティブネットワーク（WCAN）・貴志川
線分科会」といった運動体が相継いで誕生し、地域住民のあいだで署名活動や乗って残そう運動
を展開するようになったのである。
　慌てて付け加えなければいけないのは、こうした地域組織化の背後では、それまで長きにわたっ
て公共交通の「都市の装置」としての重要性を訴えてきた「RACDA（路面電車と都市の未来を
考える会）」（1995 年～）や「全国鉄道利用者会議」（1997 年～）、これ以降ローカル交通のコン
サルタント的役割を引き受けることになる岡山電気軌道（交通事業者）による後方支援が大きな
役割を果たしている点である。社会運動論的には、甲の地における存続運動の行為レパートリー
が 19、上記の中間支援組織（インターミディアリー）のネットワーキングを通して乙の地の存続
運動を活性化させ、そのことが 2000 年代前半の地方圏における運動、活動の噴出につながった
といえる。
　このように公共交通を「共有財産（コモンズ）」20 とすべく立ち上がった住民運動に対して、
折からの地方分権改革によって主体化を余儀なくされた地方自治体の行財政過程が（選択的なが
らも）応答することになる。地域住民の生活問題の対応窓口となる地方自治体にとって、公共交
通の存続危機はその「支配の正当性」（M. Weber）に直結せざるをえない地域課題だからである 21。
それゆえ、署名や募金に表わされた「住民の熱意」（2006/12/06「貴志川線の未来を“つくる”会」
代表ヒアリング）を踏まえて、上記の万葉線存廃問題と京福電鉄線存廃問題では第三セクター会
社の設立、貴志川線存廃問題では継承事業者への財政支援が公共政策化されている。もちろん、
その一方では可部線存廃問題（2001 年・広島県）や日立電鉄線存廃問題（2003 年・茨城県）の

19　 行為レパートリーは（1）運動の初発的段階の行動（協議・集会・決議・運動組織の設立）、（2）穏健な制度
内抗議行動（訴訟・申し入れ・陳情・請願）、（3）示威的大量動員行動（デモ・団交）、（4）やや過激な制度内
抗議行動（監査請求・リコール・住民投票）、（5）対立的抗議行動（座り込み・占拠・ストライキ）、（6）暴力
的抗議行動の 6 つに分かれるが（Kriesi et al. 1995）、地方鉄道存続運動は（1）および（2）の抗議レパートリー
を中心とするものである。

20　 齋藤純一は（1）国家に関係する公的なもの（official）、（2）特定の誰かではなく、すべての人びとに関係す
る共通のもの（common）、（3）誰に対しても開かれているもの（open）という 3 つの形容詞によって公共性
概念を整理しているが（齋藤 2000）、この「共有財産（コモンズ）」は（2）の意味に近いものである。合わせて、
ここでの「共有財産（コモンズ）」は入会地のような（過去の歴史における）発見対象ではなく、（未来にむけ
て投企された）創出対象として考えられていることを付言しておこう。

21　 似田貝香門は（1）依法性、（2）住民ニーズの行政需要化、（3）市民参加という 3 つの水準において地方自治（体）
の正当性を整理しているが（似田貝 1988）、ここでの正当性は（2）の意味に近いだろう。「必ずしも法や国の
指導等によらず、あるいはそれらに依っても解釈は自治体が弾力的に行い、住民ニーズを敏速に、公平に行政
活動化していく活動もまた期待されている。〔中略〕この活動の正当化は、より豊かな住民生活の擁護と水準
達成にある」（似田貝 1988：171-172）。
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ように、市民出資による鉄道事業者の設立が構想されるまで運動が高次化したものの、行政サイ
ドと住民サイドの合意形成が図られることなく廃止に至ったケースも少なくない。
　とはいえ、ここにおいて国家レベルの公共性の縮小が地方レベルの公共性の拡大によって補完・
代替されることになったのである 22。規制緩和に相前後した国土交通省の政策メニューの変容は、
フローの赤字に対する「欠損補助」23 の縮小・廃止にともなうストックの整備のための「近代化
補助」の創設、本格的な事業化以前の調査研究・実証実験を側面支援する「公共交通活性化総合
プログラム」の開始のように、〈輸送手段の効率化〉をめざした「選択と集中」によって財政支
出（補助金）の削減を推し進めるネオ・リベラリズム的なものであった。そこで地方自治体は「矛
盾の結節点」（松原・似田貝 1976）として「撤退する国家」の受け皿とならざるをえず、財政危
機下における自前財源の余儀なき拡充によって、あるいは競争的・裁量的なメニューへのリワイ
ヤリングによって、種々の「補償計画」（J. Habermas）の策定（＝〈シビルミニマムの維持〉）
を図っていったといえる。
　その中で、鉄道・バスなど既存の交通モードが縮小してきたことは確かだとしても、他方で新
たな交通モードが創出されつつあることもまた事実である。「ムーバス」（武蔵野市）が火付け役
となったコミュニティバスは交通不便地域を抱えた市町村で導入され（京都市「醍醐コミュニティ
バス」など）、それよりも移動ニーズの小さな市町村ではデマンド型乗合タクシーが導入されつ
つある（米原市「らくらくタクシーまいちゃん号」など）。また、長年にわたる高齢者・障害者
のボランティア移送を踏まえて、後述する「福祉有償運送」「過疎地有償運送」も見られるよう
になった。その結果、「地方鉄道／路線バス→コミュニティバス→乗合タクシー／ボランティア
有償運送」というように複数の交通モードが混在しながら、少子高齢化と人口減少のスピードに
合わせて“旅客を乗せるハコ”のサイズが縮小しているのである（図 7）。
　以上のように公共交通の空白化、不便化に直面した地方圏では逆説的ながらも（道路系の）交
通モードが多様化しつつあるが、その背景は内閣府主導で進められた「構造改革」であり「地域
再生」であった。小泉政権の象徴とも言える「構造改革」は、周知のように（1）官から民へ、（2）
中央から地方へ、（3）規制緩和による自由競争の 3 つを柱とするものであるが、この理念を具現
化した「構造改革特別区域」（2002 年）では地方自治体から交通分野に関する数多くの提案が寄
せられ、「NPO 等によるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」「交通機関空白の過疎
地における有償運送可能化事業」という 2 つのプログラムが組まれている。ここには、それまで
運輸行政と福祉行政のグレーゾーンに置かれてきた、NPO 法人や社会福祉法人を担い手とする
有償運送を「構造改革特区」において制度化＝合法化しようという地方の意図も垣間見られよう 24。
さもなければ「交通弱者」のモビリティは悪化の一途をたどらざるをえないからである。
　その結果、「福祉有償運送」では神奈川県大和市「みんなで進める地域福祉特区」、大阪府枚方
市「福祉移送サービス特区」、岡山県（全県）「福祉移送特区」、熊本県（10 市町村）「福祉コミュ

22　 例えば田中重好（2005）が言う「小文字の公共性」「小さな公共性」は、このような地域社会レベルの公共
性の創出過程（＝公共交通の「共有財産（コモンズ）」化）に着目したものであろう。

23　 鉄道では 1997（平成 9）年に欠損補助が打ち切られ、バスでは 2001（平成 13）年に補助対象が複数市町村
に跨る「広域的・幹線的路線」に限定されている。
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ニティ特区」、「過疎地有償運送」については徳島県上勝町「上勝町有償ボランティア輸送特区」が、
いずれも第 1 回認定分（2003 年）として決定されるに至った（表 3）。これらの自治体では、地
方運輸（支）局・学識経験者・利用者・ボランティア・タクシー事業者・運転手によって構成さ
れた「運営協議会」で対象者（要介護認定者、身体障害者など）や対価（タクシーの上限運賃の
おおむね 1/2）に関する地域合意を取り結んだうえで、「福祉有償運送」「過疎地有償運送」の事
業化が図られている。両者は「構造改革特別区域推進本部評価委員会（地域活性部会）」の議論
を経て全国展開されたことも付記しておこう（2004 年）25。
　これに続く「地域再生」（2003 年）も「構造改革」の流れを受け継ぎ、「地域が自ら考え、行
動する、国はこれを支援する」を基本としながら、「自助と自立の精神」「知恵と工夫の競争によ
る活性化」によって「持続可能な地域再生」を図ろうとするものであった。地域提案を踏まえて
作成された「地域再生推進のためのプログラム」は「観光振興や地域住民の足の確保等の観点か
ら〔中略〕地域・利用者でつくりあげる地域交通」の再生を謳い、（1）地域の関係者が議論する

「地域交通会議」の設置、（2）コミュニティバス・乗合タクシーの許可に関する基準の弾力化、（3）

24　 制度化によるグレーゾーンの解消は、宮城県内の NPO 法人「ささえ愛山元」による有償運送が「白タク行為」
として摘発された「事件」（2002/09/30 河北新報夕刊）を契機とするものである（道路運送法第 80 条第 1 項「自
家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉
を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りではない」）。その結
果、NPO 法人、社会福祉法人による有償運送が合法化される反面、コミュニティ組織をはじめとする任意団
体は有償運送のマーケットから閉め出されることになった（国自旅第 240 号通達「福祉有償運送及び過疎地有
償運送に係る道路運送法第 80 条第 1 項による許可の取扱いについて」、2004 年 3 月）。なお、規制緩和の一方
で再規制が生じている点について、Ayers and Braithwaite（1992）は「規制の流動化（regulation flux）」と
いう概念によって説明している。

25　 その後、福祉車両だけでなくセダン型車両による有償運送のニーズが多く寄せられ、「NPO 等によるボラン
ティア輸送としての有償運送における使用車両の拡大事業」が「構造改革特区」において展開されることになる。

図 7　旅客を乗せるハコの縮小
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NPO などによるボランティア輸送の全国展開といった支援メニューを盛り込んでいる。前の「構
造改革特区」と同様に、この「地域再生計画」でも国からの特段の財政措置は講じられておらず、
地方自治体には「やる気」や「元気」が求められた格好である。
　このような「構造改革」から「地域再生」に至るまでの地方自治体の（上からの）主体化を、
どのように考えれば良いのだろうか。一方では、「社会的共通資本の経営、運用に関して現実的
にもっとも密接なかかわりをもつのは、抽象的な「政府」といったものではなく身近にある「自
治体」であるといってよい。各自治体がそれぞれ、地域的、財政的コーディネーションを通じて、
最適なかたちでの社会的共通資本のネットワークを形成、その管理、維持がなされるように計画
する」（宇沢 1994：43-44）といった利点があろう。しかしその反面、「自治体側からの発意を、
国が全て無条件に受け入れるわけではない。それは国による認定を要するのであり、そこには国
の政策判断が介在する。〔中略〕自治体の政策判断の自己決定を認めるのではなく、自治体の政
策提案のうちで、国にとって望ましいものを採択するのである」（金井 2007：222）といった批
判も寄せられることになる。
　本稿ではネオ・リベラリズムの是非に関する議論を展開する余裕はないが、地方圏のローカル
交通に即せば、上記のような「評価国家（evaluative state）」（Neave 1998）による選別的な支
援が、かえって地方圏の交通モードを多様化させ、その交通政策を市民化させてきたことも事実
だといえる。そこで注目したいのは「地域再生計画」における「地域交通会議」である。それぞ
れの基礎自治体を単位として、市町村や都道府県の担当者・地方運輸（支）局・交通事業者など
実務者だけでなく、地域住民の代表も参加可能な「地域交通会議」は、「第 11 号答申」（1991 年）
で提起された「地域協議会」から大きく前進していよう。地域住民は公共交通を利用する「旅客」
に止まることなく、地方自治体の交通政策をデザインする議論空間に参加できるようになったの
である。逆に言えば、交通分野に関する財源なき権限委譲の中で、地方自治体の側でも（まちづ
くりの分野などで盛り上がりを見せてきた）市民のアクティビティと連接化しながら交通政策を
展開せざるをえなくなった事態を意味している 26。
　さて、「構造改革特区」において先行実施された「福祉有償運送」「過疎地有償運送」が全国的

表 3　認定された「福祉有償運送」「過疎地有償運送」（2003 年度）

出 所： 構 造 改 革 特 別 区 域 推 進 本 部（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/
index.html）を参考にして作成
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に展開し、つづく「地域再生計画」ではコミュニティバス・乗合タクシーの弾力的許可などのメ
ニューが盛り込まれたことを承けて、国土交通省も道路運送法の改正に向けた動きを見せはじめ
る。その舞台となったのが自動車交通局長付の「地域住民との協働による地域交通のあり方に関
する懇談会」（2005 年）であり、その名に示されるように、交通分野における行政と住民の協働
がここで明文化されるに至ったのである。
　この私的懇談会はコミュニティバスとボランティア移送に関する 2 つの委員会から構成される
が、前者の「コミュニティバス等地域住民協働型輸送サービス検討小委員会報告書」27 は、規制
緩和以降の動きを「地域公共交通政策への地方公共団体の関与が強まったことや、モータリゼー
ションの進展による地域構造・ライフスタイルの変化等によって、地域ごとに多様な輸送ニーズ
に対応することが求められる時代」と総括している。その上で、京都市醍醐地区「醍醐コミュニ
ティバス」や神戸市渦森台地区「くるくるバス」など市民参加型コミュニティバスの実践を踏ま
えて、「計画から実施、評価、改善に至るまでの全ての段階に、地元住民等が参画することが重
要である」と考え、新たな協議組織として前述の「地域交通会議」を発展させた「地域公共交通
会議」の設置を提言している。
　他方、後者の「NPO 等によるボランティア有償運送検討小委員会報告書」28 は、いわゆる交通
バリアフリー法の施行（2000 年）以降に高まりを見せてきた要介護高齢者・身体障害者など移
動制約者の社会参加ニーズを充足する、door-to-door 型の STS（スペシャル・トランスポート・サー
ビス）に関する具体的な法・制度論をテーマとしたものである。この委員会の課題の一つは
NPO とタクシー事業者の共存であり、道路運送法第 80 条の条件緩和について「当該地域内の輸
送の現状に照らしタクシー等の公共交通機関によっては、移動制約者のニーズ充足されないもの
であることが必要」と結論づけている。もう一つの課題は一般車両（セダン型車両）による有償
運送の全国展開であり、必ずしも福祉車両でなくともモビリティを確保できる利用者（内部障害、
精神障害、知的障害など）の外出行動を促進するために、いわゆる「セダン特区」を全国レベル
に拡大する方向性が打ち出されている。以上の議論を踏まえて 2006（平成 18）年に改正道路運
送法が施行されることになったが、その柱は（1）地方自治体・地域住民・NPO 等が参加できる

「地域公共交通会議」の設置、（2）「福祉有償運送」「過疎地有償運送」を含めた乗用車による有
償運送の法的位置づけ（第 79 条）の明確化にこそあった。
　そして、この改正道路運送法に前後して、国土交通省は鉄道、バスから旅客船に至るまで、従
来バラバラであった公共交通の法体系を一元化させた地域公共交通活性化・再生法の成立のため
の省内討議に向かうことになる。その中心的役割を担った交通政策審議会（旧運輸政策審議会）
の「地域公共交通部会中間とりまとめ」29（2006 年）では、規制緩和以前からの基調低音の一つ

26　 なお、地方自治体が「福祉有償運送」「過疎地有償運送」の運営協議会の設立に奔走する中で、この「地域
交通会議」は予定された機能を十分に果たせたとは言いがたい。その主な役割は改正道路運送法（2006 年）、
地域公共交通活性化・再生法（2007 年）による「地域公共交通会議」に引き継がれた点を補足しておこう。

27　 本稿では国土交通省（http://www.mlit.go.jp/jidosha/iinkai/tiikikoutu.pdf）を参照。
28　 本稿では国土交通省（http://www.mlit.go.jp/jidosha/iinkai/tiikikoutu.pdf）を参照。
29　 本稿では国土交通省（http://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/chiiki/chuukan/01.pdf）を参照。
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であった〈輸送手段の効率化〉が影を潜める一方、〈シビルミニマムの維持〉のための政策論に
多くの紙幅が割かれることになった。そのポイントは「地方自治体、住民、観光関係団体、
NPO、沿線立地企業など、沿線地域の様々な関係者が、それぞれの能力や特性を活かして相互
に連携しながら、鉄道事業者と一体となって創意工夫に基づく取組を展開していく」とされるよ
うに、国・都道府県・市町村の役割分担および地域住民のコミットメントによる総合的な交通計
画（「地域公共交通総合連携計画」）の策定に置かれていた。
　ここで、国・都道府県・市町村の役割分担が意味するのは「地域公共交通問題を主体的に解決
しようと頑張る地域が〔中略〕地域総合的な検討、合意形成を行い、合意した内容を確実に実施
する取組みに対して、国が総合的に支援を行うような制度づくりを行う」ことである。いったん
地域公共交通をめぐる問題が発生し、その解決に向けて「頑張る」姿勢を見せる市町村に対して、
都道府県は情報提供や助言、調整を、一方、国は法律上の特例措置や予算を通した総合的な支援
を行うことが含意されているが、前述の「構造改革特区」や「地域再生計画」では見られなかっ
た国家レベルの財政支援が（選別的ながらも）復活していることは注目に値しよう（交通分野に
関する「国家答責／自治体無答責」から「国家無答責／自治体答責」、さらには「国家答責／自
治体答責」へ）30。
　また、「サービスの需要者側である地域の住民、学校、企業、観光客等といった関係者の参画
も重要である。公共交通の導入・維持運営に当たっても、こうした地域住民等は公共交通を支え
る一主体として一定の役割を担うことが求められる」とも明言されている。いまや地域住民は公
共交通の利用者（旅客）であるばかりか、ときにはその提供者（「福祉有償運送」「過疎地有償運
送」のための乗用車の運転）であり、その負担者（デマンド型乗合タクシーの運行のための責任・
費用の分担）でもある。前の「56 答申」（1981 年）に見られた「国民一人一人の自立自助の精神、
地域社会の連帯」は、計画策定段階から計画実行段階に至るまで、あらゆる局面における住民参
加へと具体化されたのである。
　以上のように、「地域公共交通」という概念は字義通りの“地域社会の公共交通”という意味
に止まるものではない。それは地方自治体・交通事業者・地域住民の三者が「賭金＝土俵」（＝
地方圏の公共交通の危機という具体的なテーマ）を共有し、それぞれが「主体次元の変革」――
地方自治体は公的領域の選択的な拡大、交通事業者は経営改善のための私的領域の拡大、地域住
民は共的領域の余儀なき拡大――を遂げることによって（Touraine 1978=1983）、相互補完的に
地域社会レベルの交通政策に関する問題解決主体になることを含意したものである。こうした
フィロソフィーを内包した地域公共交通活性化・再生法の成立以降（2007 年）、公共交通の存続
危機に直面した自治体・事業者・住民は「地域公共交通会議」のメンバーとして、鉄道・バス・
タクシー・旅客船等の実証運行（運航）、車両関連施設の整備、スクールバス・福祉バスなどの
活用、乗り継ぎの円滑化、公共交通の利用促進活動などに関する「地域公共交通総合連携計画」
の策定と実行に赴くことになったのである。

30　 その一つとして、総務省「頑張る地方応援プログラム」（2007 年）とリンクした「地域公共交通活性化・再
生総合事業」を挙げることができる。
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５　むすびにかえて

　これまで述べてきたように、地方圏の公共交通は 2000 年前後に大きな転換期を迎えることに
なった。運輸行政の規制緩和によって需給調整規制が廃止された結果、参入／退出規制が許可制
から事前届出制へと変更されると同時に、行政サイドの欠損補助と事業者サイドの内部補助とい
う支援スキームが崩壊したからである。それに続く数年間は全国各地で鉄道、バスの廃止が相継
ぐことになり、高齢者・障害者など移動制約者の「地域の足」が奪われる事態が引き起こされて
いった。地方自治体でも交通政策担当者が不在のまま権限が委譲されたこともあって、まさに現
場の混乱期だったといえよう。
　転機が見えてきたのは、「構造改革特区」や「地域再生計画」といった提案型事業に先進自治
体がリワイヤリングしはじめた頃である。そして、ボランティア有償運送や乗合タクシーなどの
実践は、それを範例（モデル）として、これ以降全国展開されることになった。また、地域公共
交通活性化・再生法の施行によって自治体・事業者・住民は「地域公共交通総合連携計画」の策
定＝実行主体として責任を分有することとなり、他方では（時限的であるにせよ）国からの財政
支援も復活しつつある。こうした約 30 年にわたる国家・地方レベルの行財政過程を、レギュラ
シオン学派であれば「調整様式（mode de régulation）」の変容と称するであろう。公共交通に
対する考え方は、確かに採算性から公共性（公益性）へと大きな転換を遂げてきたことがわかる。
　なお、本稿の叙述は、1990 年代以降ローカル交通が置かれてきた社会状況に関する、きわめ
てラフなスケッチに過ぎないものである。本格的な政治社会学的研究にまで鍛えあげるには、答
申や白書の詳細な分析による行財政過程の再検討など、なお幾許かの時間が必要だと思われるが、
ひとまずの整理として擱筆することを読者諸賢にお許しいただきたい。
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付記　　本稿脱稿後の 2011（平成 23）年 3 月 11 日，未曾有の「東日本大震災」が発生し，東北・関東の太平洋
沿岸地帯を走るローカル鉄道は，線路・駅舎の流出といった壊滅的な被害を受けることになった．その結
果，経営状況の思わしくない第三セクター鉄道では，高額になることが予想される原状回復費用のために，
クリティカルな存廃問題が浮上しかねない事態に至っている．早くも高台への集団移転を含んだ「防災ま
ちづくり」が提案される中で，「地域公共交通」のリ・デザインをめぐる地方自治体・交通事業者・地域
住民の意思決定が，ここでも課題化するように思われる．


